
委 員 会 審 査 報 告 書 

 

 本委員会に付託の議案を審査の結果、下記のとおり決定したので、会議規則

第１０７条の規定により報告します。 

 
   令和５年６月２８日 
 

 三木市議会議長 松 原 久 美 子 様 

 
                民生産業常任委員長 泉  雄 太 
 
                記 
 

１ 議案及び審査結果 

議 案 番 号 付 託 事 件 名 審査結果 

第２７号議案 
三木市火災予防条例の一部を改正する条例の

制定について 
原 案 可 決 

第２８号議案 
令和５年度三木市一般会計補正予算（第２号）

中、関係部分 
原 案 可 決 

第２９号議案 工事に関する協定の締結について 原 案 可 決 

 

２ 審査経過 

去る６月２２日に本委員会を開催し、議案を審査した結果、第２９号議案

は賛成多数で、その他の議案は全員一致をもって、いずれも原案のとおり可

決された。 

なお、審査の過程において委員から、電力・ガス・食料品等価格高騰重点

支援給付事業として、住民税非課税世帯等に対し１世帯あたり３万円を支給

することについて、給付を受けるためには確認書類の提出が必要となります

が、世帯の状況によっては、書類の確認が困難な場合もあるので、受給の意

思確認には十分に配慮するよう努められたい。 

また、給付を受けるために申請が必要となる家計急変世帯に対しても、制

度の内容及び受給要件などを十分に周知されたい等の意見、要望があった。 


